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船舶事故調査報告書 

 

                               令和元年５月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年８月２１日 ０２時０５分ごろ 

発生場所 長崎県平戸
ひ ら ど

市黒子
く ろ こ

島南東岸（平戸瀬戸） 

 南風埼
は え のさ き

灯台から真方位２９１°５６０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２２.４′ 東経１２９°３３.８′） 

事故の概要 セメント運搬船日南
にちなん

丸は、北西進中、黒子島南東岸の浅所に乗り揚

げた。 

日南丸は、左舷船底部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年８月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

セメント運搬船 日南丸、７４９トン 

１３３５５５、タイヨウ汽船株式会社（Ａ社）、明峰汽船有限会社

（船舶借入人）、エスオーシー物流株式会社（運航者） 

 ６２.６７ｍ（Lr）×１１.２０ｍ×５.３５ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成６年７月２０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４９歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成８年４月４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１２月２２日 

  免状有効期間満了日 令和３年１２月２１日 

航海士 男性 ６０歳 

 四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和６１年１２月１２日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２８年１１月８日 

  免状有効期間満了日 令和４年２月１３日 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船底部外板に破口、凹損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮流 北北西流約１.６

ノット（kn） 

 事故の経過 本船は、船長及び航海士ほか５人が乗り組み、空船の状態で、平成
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３０年８月２０日１７時００分ごろ福岡県苅田
か ん だ

港に向け、平戸瀬戸を

経由する予定で、熊本県八代
やつしろ

市八代港を出港した。 

本船は、長崎県長崎市野母
の も

埼西方沖を北進し、２１日０１時３０分

ごろ前直者から引き継いだ航海士が単独の船橋当直に当たり、ＧＰＳ

プロッター、電子海図表示装置、１.５海里（Ｍ）レンジ及び２Ｍレ

ンジとしたレーダー２台を作動させ、手動操舵により平戸大橋を通過

した。 

本船は、約１３kn の対地速力で田平
た び ら

港西防波堤灯台南西方沖を通過

する頃、航海士が、黒子島東方沖付近に漁船（以下「本件漁船」とい

う。）の紅灯１個を認め、左舵を取って本件漁船から離れて黒子島に

向かう針路とし、本件漁船の動きを見ながら航行を続けた。 

本船は、南風埼灯台西南西方沖付近で、平戸瀬戸の東寄りを南進し

ていた本件漁船の船首方を通過した後、航海士が、黒子島東方沖を黒

子島に沿って北東進することとして右舵を取ったものの、潮流の影響

により左方に流され、０２時０５分ごろ黒子島南東岸の浅所に乗り揚

げた後、そのまま航走し、乗り越えた。 

本船は、船長が、衝撃を感じて昇橋し、乗組員に損傷状況等を確認

させ、本事故の発生を海上保安部に通報するとともに運航会社に連絡

し、自力で航行して山口県下関市の造船所に向かい、仮修理を行っ

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 本船の喫水は、船首約１.８ｍ、船尾約３.８ｍであった。 

Ａ社の安全管理規程によれば、狭水道航行配置は、次のとおりであ

った。 

５－４－１ 船長の直接指揮 

 船長は、狭水道及びその付近等、船舶交通が著しく輻輳する海域

を航行する場合は、船橋にあって自ら船舶を指揮しなければならな

い。 

航海士は、狭水道では船長が在橋して指揮をとらなければならない

ことを知っていたが、これまで、夜間、本船で平戸瀬戸を北進した経

験が約２０回あり、船長の休暇中には代行船長の職務をとっていたこ

ともあり、船長には関門海峡での在橋しての指揮及び入出港操船等が

あって大変なので休んでもらおうと考え、自ら申し出て平戸瀬戸での

単独の船橋当直に当たった。 

航海士は、八代港を出港後、船長と共に平戸瀬戸の潮流を確認し、

本事故当時、順潮流であることを認識していたが、南進する本件漁船

と安全にすれ違ってから右舵を取っても黒子島を安全に通過できると

思っていた。 

船長は、ふだん狭水道で在橋して指揮をとっていたが、関門海峡で

の在橋しての指揮等に備えて先に休息を取ろうと思い、航海士からの
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申出を受けて平戸瀬戸の通航を航海士に任せることにした。 

船長は、海図Ｗ２１３（平戸島至甑島
こしきじま

列島）及びＷ１９３（平戸

瀬戸）に予定針路線を記入していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、順潮流の状況下、平戸瀬戸を北西進中、単独で船橋当直中

の航海士が、黒子島東方沖の本件漁船を安全に通過してから右舵を取

っても同島を安全に通過できると思い、本件漁船の動きを確認するこ

とに意識を向け、同島に向かう針路としたまま速力を保持した状態で

航行を続けたことから、右舵を取る時機が遅れ、潮流の影響により西

方に流され、同島南東岸の浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

航海士は、平戸瀬戸通過後の船長の職務に配慮し、船長に休んでも

らおうと思ったことから、自ら申し出て平戸瀬戸での単独の船橋当直

に当たったものと考えられる。 

船長は、関門海峡での在橋しての指揮等に備えて先に休息を取ろう

と思ったことから、航海士からの申出を受けて平戸瀬戸の通航を航海

士に任せたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、順潮流の状況下、平戸瀬戸を北西進中、

単独で船橋当直中の航海士が、黒子島東方沖の本件漁船を安全に通過

してから右舵を取っても同島を安全に通過できると思い、本件漁船の

動きを確認することに意識を向け、同島に向かう針路としたまま速力

を保持した状態で航行を続けたため、右舵を取る時機が遅れ、潮流の

影響により西方に流され、同島南東岸の浅所に乗り揚げたものと考え

られる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、他船の動向にのみ意識を向けることなく、適切な時機

に転舵すること。 

・通峡時には、潮流の影響を考慮した操船を行うこと。 

・船長は、狭水道を通航する際、昇橋して自ら操船指揮に当たるこ

と。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成３０年８月２１日 

 ０２時０５分ごろ発生） 

本件漁船 

黒子島 

南風埼灯台 

田平港西防波堤灯台 

長崎県平戸市 

平戸大橋 

長崎県 

平戸島 

平 

戸 

瀬 

戸 

予定針路線 


